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地デジ化まで、あと　５９１日！ 広聴課・TEL224－5011

　地上デジタル放送（地デジ）受信の準備は、進んでいますか？　平成23年7月24日にアナログ放送　　から地デジに変わります。現在アナログテレビをお使いの方は、そ
のままではテレビ放送を見ることができなくなります。地デジでは、きれいな映像、文字放送、番　　組表などを見ることができます。

支援制度があります
低所得世帯などの皆さんへの支援
　NHK の放送受信料が全額免除の世帯は無償で、簡易な

デジタルチューナーの給付と、必要に応じアンテナなどの

改修・給付が受けられます。対象は、生活保護受給世帯な

どの公的扶助受給世帯、世帯全員が市民税非課税で障害者

のいる世帯などです。

申�し込み…総務省地デジチューナー支援実施センター

　　　　　TEL0570－033840

共同テレビ受信施設のデジタル化改修支援
　受信障害対策共聴施設や共同住宅（アパート・マンショ

ン）の受信施設をデジタル対応に改修するとき、改修費用

の負担が過重となる場合は、国の助成を受けることができ

ます。助成対象は、工事未着手の施設です。

申�請期限…受信障害対策共聴施設＝12月28日㈪

　　　　　共同住宅＝1月15日㈮

申�し込み…デジサポ助成金相談窓口

　　　　　TEL0570－093－724
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どうすれば、見ることができるようになるの？

＊家の中の配線状況によっては、工事費以外の料金がかかる場合があります。

アンテナが付いていない場合

　共同受信アンテナを利用してい

る方は、管理組合や家主、近所の

方にご確認ください。

　ケーブルテレビをご覧の方は、

ご利用のケーブル会社に確認して

ください。

　ケーブルテレビに加入する場

合、工事費がかかります（別途、

月額利用料が必要です）。

UHFアンテナが付いている場合

　通常はそのままで受信できます。

アンテナの交換や調整が必要な場

合があります。

VHFアンテナが付いている場合

　UHF アンテナ設置工事が必要で

す。ケーブルテレビや光回線など

への変更も可能です。

困ったときはここに相談
　総務省には、地上デジタル放送の受信に関する相談窓口があります。「私の家では地デジを見ることが

できますか？」「地デジを見るには、どうすればいいですか？」など、分らないことがあれば電話でお問

い合わせください。

総務省地デジコールセンター・TEL0570－07－0101
（平日＝午前9時～午後9時、土・日曜日、祝・休日＝午前9時～午後6時）

まずはアンテナをチェック！

現在お使いのテレビが地デジ対応でない場合、どちらかを選びます


